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国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）のための枠組みに関する一考察
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は
じ
め
に

　

二
〇
一
八
年
、
Ｎ
Ｙ
の
国
際
連
合
本
部
で
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
海
洋
生
物
多
様
性
（m

arine�biological�diversity�of�areas�

beyond�national�jurisdiction.�

以
下
、「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
」
と
す
る
）
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連

合
条
約
（
以
下
、「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
す
る
）
の
下
の
国
際
的
な
法
的
に
拘
束
力
あ
る
文
書
（International�legally�binding�

instrum
ent�under�the�U

nited�N
ations�Convention�on�the�Law

�of�the�Sea.

以
下
、「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
」
と
す
る
）
に
関
す
る
政

府
間
会
議
（
以
下
、「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
」
と
す
る
）
が
招
集
さ
れ）

1
（

、
四
月
に
組
織
的
事
項
検
討
会
合
が
、
九
月
に
第
一
回
会
合

が
開
催
さ
れ
た）

2
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す
る
た
め
の
交
渉
が
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
非
公
式
作
業

部
会
の
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ
て
か
ら
一
二
年）

3
（

、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す
る
こ
と
が
決
定）

（
（

さ
れ
て
か
ら
三
年
の
時
を
経
て
、

正
式
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
二
年
に
採
択
さ
れ
、
一
九
九
三
年
に
発
効
し
た
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る

条
約
（
以
下
、「
生
物
多
様
性
条
約
」
と
す
る
）
が
存
在
す
る
。
同
条
約
第
四
条
が
、
そ
の
適
用
範
囲
と
し
て
「
自
国
の
管
轄
又
は
管

理
の
下
で
行
わ
れ
る
作
用
及
び
活
動
（
そ
れ
ら
の
影
響
が
生
ず
る
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。）
に
つ
い
て
は
、
自
国
の
管
轄
の
下
に

あ
る
区
域
及
び
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
」（
傍
線
筆
者
）
と
定
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、「
自
国
の
管
理
の
下

で
行
わ
れ
る
作
用
及
び
活
動
」
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
の
生
物
多
様
性
、
す
な
わ
ち
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
影

響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
生
物
多
様
性
条
約
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
、
生
物
多
様
性
条
約
の
枠
組
み
で
対
処
す
る
こ
と

も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
国
連
海
洋
法
条
約
の
下
の
（
傍
線
筆
者
）
新
た
な
条
約
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た

の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
生
物
多
様
性
条
約
は
「
国
家
が
特
別
な
規
制
を
行
う
区
域
を
自
国
の
管
轄
権
外
に
設
定
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
い
ず
れ
の
国
家
の
管
轄
権
も
及
ば
な
い
区
域
の
生
物
多
様
性
を
保
護
す
る
こ
と
ま
で
は
、
明
確
に
規
定
し
て
い
な
い）

（
（

」



133

国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）のための枠組みに関する一考察

か
ら
と
考
え
る
こ
と
で
、
一
応
の
解
を
得
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
は
、
二
〇
二
〇
年
を
迎
え
た
現
在
、
更
な
る
問
い
を
惹

起
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
交
渉
で
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
を
招
集
し
た
国
連
総
会
決
議72/2（9

が
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
「
可
能
な
限

り
早
期
に
作
成
す
る）

（
（

」
と
し
た
上
で
、「
当
面
の
間
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
及
び
二
〇
二
〇
年
前
半
に
つ
い
て
は
、
四
回
の

会
合
を
開
く）

7
（

」
と
定
め
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、「
二
〇
二
〇
年
が
交
渉
の
期
限
」
と
か
「
二
〇
二
〇
年
中

に
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
締
結
す
る
（conclude

）」
と
い
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
二
〇
一
九
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回

会
合
終
了
後
に
は
、
国
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
多
く
の
発
言
者
が
表
明
し
た
期
待
と
し
て
、「
二
〇
二
〇
年
に
終
え
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
新
た
な
条
約
」（m

any�speakers�expressed�their�hope�that�the�new
�treaty�

―�slated�to�be�com
pleted�in�

2020

）
9
（

（
以
下
略
））
と
書
か
れ
た
会
合
報
告
（M

eetings�Coverage

）
が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
条
文

案
（draft�text.�

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
議
長
が
作
成
し
た
。）
を
も
と
に
議
論
が
な
さ
れ
た
の
は
第
三
回
会
合
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
条
文
案
に
は
多
く
の
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
や
代
替
案
が
付
さ
れ
て
い
た
。
同
会
合
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
議
長
が

改
め
て
作
成
し
た
改
訂
条
文
案
（revised�draft�text

）
（1
（

）
に
も
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
及
び
代
替
案
が
多
く
記
載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
開
始
前
か
ら
存
在
し
た
意
見
の
隔
た
り
は
ほ
と
ん
ど
埋
ま
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

の
た
め
、
第
三
回
会
合
以
降
、
交
渉
参
加
各
国
は
世
界
各
地
で
開
催
さ
れ
る
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
相

互
に
受
入
れ
可
能
な
案
文
を
摺
り
合
わ
せ
る
な
ど
調
整
努
力
を
続
け）

（（
（

た
が
、
そ
う
し
た
調
整
と
並
行
し
て
、
各
国
が
改
訂
条
文
案
に

対
し
て
公
式
に
提
出
し
た
修
正
案
文）

（1
（

は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
か
ら
の
提
案
も
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
計
四
百
ペ
ー
ジ
を

超
え
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
中
に
交
渉
を
妥
結
さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
を
受
け
、
二
〇
二
〇
年
三
月
末
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
四
回
会
合
の
開
催
は

延
期
と
な
り
、
現
時
点
（
二
〇
二
〇
年
八
月
末
）
で
延
期
後
の
開
催
日
程
等
に
関
す
る
情
報
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
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が
っ
て
、
二
〇
二
〇
年
中
の
交
渉
終
了
や
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
採
択
は
不
可
能
と
な
り
、
各
国
が
強
く
主
張
し
て
い
た
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新

協
定
採
択
の
「
モ
メ
ン
タ
ム
」
は
失
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
「
二
〇
二
〇
年
中
に
」
作
成
す
る
と
い
う
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る
中
、
改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
生
物
多

様
性
条
約
と
の
関
係
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
生
物
多
様
性
条
約
は
一
見
す
る
と
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
を
可
能
と
す
る

よ
う
な
条
文
を
置
き
、
実
際
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
関
連
し
得
る
事
項
を
扱
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
の
第
九
回
締
約
国
会
議

で
採
択
さ
れ
た
生
態
学
的
又
は
生
物
学
的
に
重
要
な
海
域
（Ecologically�or�Biologically�Significant�m

arine�A
rea:�EBSA

）
特

定
の
た
め
の
基
準
は
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
も
用
い
ら
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
第
一
〇
回
締
約
国
会
議
で
採
択
さ
れ
た
愛

知
目
標
一
一
は
い
ず
れ
の
海
域
を
指
す
の
か
を
明
記
せ
ず
に
「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
、（
中
略
）
沿
岸
域
及
び
海
域
（
傍
線
筆
者
）
の

一
〇
％
」
が
海
洋
保
護
区
等
を
通
し
て
保
全
さ
れ
る）

（1
（

旨
を
定
め
た
。
こ
の
点
、
保
護
区
の
カ
バ
ー
率
を
計
算
す
る
際
の
分
母
と
し
て
、

国
家
管
轄
権
内
の
海
域
の
み
と
す
る
の
か
、
公
海
を
含
め
た
世
界
の
海
域
全
体
を
分
母
と
す
る
の
か
も
、
明
確
に
は
定
め
ら
れ
な
い

ま
ま
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
次
期
目
標
設
定
の
際
に
こ
の
分
母
を
決
め
る
こ
と
で
、
目
指
す
数
値
も
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る）

（1
（

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
公
海
も
含
め
ら
れ
、
目
標
達
成
の
た
め
、
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
公
海
に
海
洋
保
護
区
が
設
置

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
「
一
応
の
解
」
は
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

愛
知
目
標
は
、
二
〇
二
〇
年
に
期
限
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
第
一
五
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
二
〇
二
〇
生
物
多
様
性

枠
組
み
や
実
施
手
段
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
す
で
に
、
こ
れ
に
向
け
た
準
備
プ
ロ
セ
ス）

（1
（

の
下
、
複
数
の
公
開
作
業
部

会
、
地
域
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
生
物
多
様
性
条
約
の
補
助
機
関
た
る
科
学
技
術
助
言
補
助
機
関
（Subsidiary�Body�on�

Scientific,�T
echnical�and�T

echnological�A
dvice:�SBST

T
A

）
や
条
約
実
施
補
助
機
関
（Subsidiary�Body�on�Im

plem
entation:�

SBI

）
の
会
合
等
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
に
カ
ナ
ダ
で
開
催
さ
れ
た
「
ポ
ス
ト
二
〇
二
〇
グ

ロ
ー
バ
ル
生
物
多
様
性
枠
組
み
の
た
め
の
海
洋
及
び
沿
岸
域
の
生
物
多
様
性
に
関
す
る
テ
ー
マ
別
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
は
、
対
処
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が
求
め
ら
れ
る
重
要
な
海
洋
生
態
系
の
具
体
例
と
し
て
国
家
管
轄
権
外
の
海
域
が
示
さ
れ）

（1
（

、
ま
た
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
種
等
に

つ
い
て
の
対
処
法
の
具
体
例
と
し
て
国
家
管
轄
権
外
の
海
域
を
含
む
分
野
横
断
的
及
び
管
轄
権
横
断
的
な
協
働
（cross-

jurisdictional �collaboration

）
の
必
要
性
が
示
さ
れ）

（1
（

た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、「
幾
人
か
の
参
加
者
」（som

e�participants

）
が

ポ
ス
ト
二
〇
二
〇
枠
組
み
は
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
に
つ
い
て
継
続
中
の
審
議
を
予
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
発
言
し
た
こ

と
が
留
意
さ
れ
た）

11
（

も
の
の
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
問
題
が
生
物
多
様
性
条
約
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
引
き
続
き
扱
わ
れ
得
る
こ
と
、
仮
に
扱

わ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
曖
昧
な
形
で
は
な
く
、
例
え
ば
愛
知
目
標
一
一
に
代
わ
る
新
た
な
目
標
に
お
い
て
「
海
域
」

を
「
公
海
」
と
明
記
す
る
な
ど
明
確
な
形
で
扱
わ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
五
回
締
約
国
会
議）

1（
（

で
の
議
論
が
注

目
さ
れ
る
が
、
上
述
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
つ
い
て
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
下
に
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
、
そ
の
交
渉
の
た
め
の
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
が
招
集
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
国
連
総
会
決
議（9/292
で
設
置
さ
れ
た
準
備
委
員
会
（
二
〇
一
六
年
及
び
二
〇
一
七
年
に
計
四
回
の
会
合
を
開

催
）
の
勧
告
を
検
討
し
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
条
文
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）

11
（

。
交
渉
は
、
二
〇
一
一
年
に
合
意
さ
れ
た

パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
特
定
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
、
海
洋
遺
伝
資
源
（
利
益
配
分
の
諸
問
題
を
含
む
）、
区
域
型
管
理
ツ
ー
ル
等
の

措
置
（
海
洋
保
護
区
を
含
む
）、
環
境
影
響
評
価
、
能
力
構
築
及
び
海
洋
技
術
移
転
の
四
つ
を
一
体
か
つ
全
体
と
し
て
（together�

and�as�a�w
hole

）
扱
う）

11
（

こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
こ
の
四
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
中
心
と
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
ト

ピ
ッ
ク
の
う
ち
、
と
り
わ
け
実
体
的
な
権
利
・
義
務
に
関
係
す
る
の
は
海
洋
遺
伝
資
源
（
利
益
配
分
の
問
題
を
含
む
）
と
区
域
型
管

理
ツ
ー
ル
等
の
措
置
（
海
洋
保
護
区
を
含
む
）
で
あ
る
が
、
生
物
多
様
性
条
約
と
の
関
係
を
考
え
る
べ
き
は
、
後
者
で
あ
ろ
う
。
前

者
に
つ
い
て
は
生
物
多
様
性
条
約
が
国
家
管
轄
権
内
の
そ
れ
を
対
象
と
し
て
い
る
一
方
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
上
述
の
議
論
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
海
洋
保
護
区
の
設
置
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
下
で
設
置
さ

れ
る
海
洋
保
護
区
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
の
か
、
一
方
の
枠
組
み
で
海
洋
保
護
区
を
設
置
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
他
方
の
枠
組
み
に
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お
い
て
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
大
き
な
論
点
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　

生
物
多
様
性
条
約
は
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
な
形
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
問
題
は
、
国
連
海
洋
法
条

約
の
下
で
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
対
応
す
る
こ
と
が
排
除
さ

れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
対
応
範
囲
が
変
更
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
解
を
導
く
一
助
と
す
べ
く
、
生
物
多
様
性
条
約
の

規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
同
枠
組
み
で
の
議
論
の
経
緯
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一　

現
行
の
枠
組
み

（
一
）
国
連
海
洋
法
条
約

　

国
連
海
洋
法
条
約
は
、
国
連
主
催
の
下
に
一
九
七
三
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
、
海
洋
に
関

わ
る
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
包
括
的
か
つ
一
元
的
に
立
法
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
そ
の
作
業
が
進
め
ら
れ
た）

11
（

。
一
九
八
二
年
四

月
に
採
択
さ
れ
、
一
九
九
四
年
一
一
月
に
発
効
し
た
同
条
約
は
、
現
在
で
は
「
海
洋
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
実
施
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
法
的
枠
組
み
を
提
供
す
る）

11
（

」
こ
と
が
様
々
な
国
際
文
書
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
活
動
で
あ
っ
て
も

そ
れ
が
海
洋
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
当
該
の
活
動
に
適
用
さ
れ
る
基
本
条
約
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
傾
向

が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
具
体
的
に
、
同
条
約
は
、
長
い
間
の
懸
案
で
あ
っ
た
領
海
の
幅
員
を
定
め
、
排
他
的
経
済
水
域
の
制
度

を
創
設
す
る
な
ど
海
洋
を
法
的
に
区
分
し
、
公
海
と
深
海
底
を
自
由
な
活
動
領
域）

11
（

と
し
た
。
同
条
約
は
、
ま
た
、
海
洋
環
境
や
海
洋

の
科
学
的
調
査
と
い
っ
た
諸
事
項
に
つ
い
て
も
規
定
を
設
け
、
海
洋
の
諸
制
度
を
包
括
的
に
規
定
し
た
。
海
洋
環
境
に
つ
い
て
は
、

第
一
二
部
に
「
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
」
と
題
す
る
部
を
設
け
、
い
ず
れ
の
国
も
、
海
洋
環
境
を
保
護
及
び
保
全
す
る
一
般
的

義
務
を
有
す
る
こ
と
（
第
一
九
二
条
）、
あ
ら
ゆ
る
発
生
源
か
ら
の
海
洋
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
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の
下
に
お
け
る
活
動
等
か
ら
生
ず
る
汚
染
が
自
国
が
主
権
的
権
利
を
行
使
す
る
区
域
を
越
え
て
拡
大
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

に
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
（
第
一
九
四
条
）
を
定
め
つ
つ
、
海
洋
環
境
の
汚
染
源
別
の
規
定
を
置
き
、
汚
染
を
防
止
又

は
規
制
等
す
る
た
め
の
基
準
を
関
連
国
際
機
関
等
が
定
め
る
も
の
に
委
ね
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
航
行
で
あ
れ
ば

国
際
海
事
機
関
、
漁
業
で
あ
れ
ば
地
域
漁
業
管
理
機
関
、
鉱
業
で
あ
れ
ば
国
際
海
底
機
構
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
か
ら
海
洋
環
境
に

汚
染
を
生
じ
な
い
よ
う
、
個
別
の
条
約
等
で
活
動
に
係
る
基
準
や
規
則
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
生
物
多
様
性
条
約

　

生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
取
組
は
、
一
九
八
七
年
に
国
際
連
合
環
境
計
画
（U

nited�N
ations�Environm

ent�Program
m

e:�

U
N

EP.�

以
下
、「
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
」
と
す
る
）
の
管
理
理
事
会
が
生
物
の
多
様
性
の
保
全
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
専
門
家
会
合
を
設
置
し
た

こ
と
に
始
ま
る
。
専
門
家
会
合
は
計
三
回
の
会
合
を
開
催
し
た
後
に
交
渉
会
合
に
引
き
継
が
れ
た
。
交
渉
会
合
は
、
そ
の
三
回
目
か

ら
政
府
間
交
渉
会
議
と
な
り
、
七
回
目
の
交
渉
会
合
（
政
府
間
交
渉
会
議
と
し
て
は
五
回
目
）
に
当
た
る
一
九
九
二
年
五
月
の
最
終

交
渉
会
合
で
、
条
約
の
条
文
を
含
む
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
ア
ク
ト
を
採
択
し
た）

11
（

。
そ
し
て
、
同
年
六
月
、
生
物
多
様
性
条
約
は
、
国
連
環

境
開
発
会
議
（
い
わ
ゆ
る
、
リ
オ
・
サ
ミ
ッ
ト
）
で
署
名
開
放
さ
れ
、
一
九
九
三
年
一
二
月
に
発
効
し
た
。
同
条
約
は
、「
生
物
の
多

様
性
の
保
全
、
そ
の
構
成
要
素
の
持
続
可
能
な
利
用
及
び
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
の
公
正
か
つ
衡
平
な
配
分
を
こ
の
条

約
（
筆
者
注
：
生
物
多
様
性
条
約
）
の
関
係
規
定
に
従
っ
て
実
現
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
（
第
一
条
）、
締
約
国
が
採
る
べ
き
保
全

及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
の
一
般
的
な
措
置
と
し
て
国
家
戦
略
等
を
作
成
す
る
よ
う
定
め
る
（
第
六
条
）。
そ
し
て
、
保
護
地

域
等
に
関
し
て
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
や
指
針
を
作
成
す
る
こ
と
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
に
重
要
な
生
物
資
源
の
保
全
及

び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
当
該
生
物
資
源
に
つ
い
て
規
制
を
行
い
又
は
管
理
す
る
こ
と
を
定
め
る
（
第
八
条
）。
上
述

の
と
お
り
、
同
条
約
は
、
そ
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
条
文
で
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
言
及
し
て
お
り
、
関
連
す
る
条
文
と
し
て
以
下
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が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
三
条　

原
則

　

諸
国
は
、
国
際
連
合
憲
章
及
び
国
際
法
の
諸
原
則
に
基
づ
き
、
自
国
の
資
源
を
そ
の
環
境
政
策
に
従
っ
て
開
発
す
る
主
権
的

権
利
を
有
し
、
ま
た
、
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
け
る
活
動
が
他
国
の
環
境
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い

区
域
の
環
境
を
害
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
責
任
を
有
す
る
。

第
四
条　

適
用
範
囲

　

こ
の
条
約
が
適
用
さ
れ
る
区
域
は
、
こ
の
条
約
に
別
段
の
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
国
の
権
利
を
害
さ
な

い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
各
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
ａ
）
生
物
の
多
様
性
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
は
、
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
区
域

（
ｂ
）
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
行
わ
れ
る
作
用
及
び
活
動
（
そ
れ
ら
の
影
響
が
生
ず
る
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。）

に
つ
い
て
は
、
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
区
域
及
び
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域

第
五
条　

協
力

　

締
約
国
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
、
可
能
な
限
り
、
か
つ
、
適
当
な
場
合
に
は
、
直
接
に

又
は
適
当
な
と
き
は
能
力
を
有
す
る
国
際
機
関
を
通
じ
、
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
そ
の
他
相
互
に
関
心
を
有

す
る
事
項
に
つ
い
て
他
の
締
約
国
と
協
力
す
る
。
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第
一
四
条　

影
響
の
評
価
及
び
悪
影
響
の
最
小
化

一　

締
約
国
は
、
可
能
な
限
り
、
か
つ
、
適
当
な
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

（
中
略
）

（
ｃ
）
適
宜
、
二
国
間
の
、
地
域
的
な
又
は
多
数
国
間
の
取
極
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
け
る
活
動
で
あ
っ
て
、
他
国
に
お
け
る
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
に
お

け
る
生
物
の
多
様
性
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
関
し
、
相
互
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
、
通
報
、
情
報

の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。

（
ｄ
）
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
生
ず
る
急
迫
し
た
又
は
重
大
な
危
険
又
は
損
害
が
他
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
区
域
又
は

い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
危
険
又
は
損
害
を
受
け

る
可
能
性
の
あ
る
国
に
直
ち
に
通
報
す
る
こ
と
及
び
こ
の
よ
う
な
危
険
又
は
損
害
を
防
止
し
又
は
最
小
に
す
る
た
め
の
行
動
を

開
始
す
る
こ
と
。

（
後
略
）

　

第
四
条
（
ａ
）
は
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
と
し
て
、
生
物
多
様
性
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
は
国
家
管
轄
権
内
区
域
で
の
適
用

と
し
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
適
用
対
象
に
含
め
て
い
な
い
。
他
方
で
、
第
四
条
（
ｂ
）
は
、
各
国
が
自
ら
の
管

轄
又
は
管
理
の
下
で
行
う
作
用
（processes

）
と
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
管
轄
権
内
区
域
だ
け
で
な
く
、
管
轄
権
外
区
域
に
つ

い
て
も
条
約
が
適
用
さ
れ
る
区
域
と
し
て
定
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
国
の
管
轄
の
下
、
す
な
わ
ち
自
国
の
管
轄
権
内
区
域
（
領

海
、
排
他
的
経
済
水
域
、
大
陸
棚
等
）
で
行
わ
れ
る
活
動
等
、
及
び
、
自
国
の
管
理
の
下
、
す
な
わ
ち
自
国
を
旗
国
等
と
す
る
船
舶
等

に
よ
り
管
轄
権
外
区
域
（
公
海
、
深
海
底
）
で
行
わ
れ
る
活
動
等
は
、
条
約
の
適
用
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
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が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
自
国
を
旗
国
等
と
す
る
船
舶
等
の
国
家
管
轄
権
外
区
域
で
の
活
動
が
生
物
多
様
性
条
約
の
規
律

の
対
象
と
な
る
の
か
、
条
文
の
み
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
条
約
が
作
成
さ
れ
た
経
緯
を
検
討
す
る
。

二　

生
物
多
様
性
条
約
作
成
の
経
緯

（
一
）
専
門
家
会
合
で
の
議
論

　

生
物
多
様
性
条
約
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
が
設
置
し
た
専
門
家
会
合
で
議
論
が
開
始
さ
れ
た
。
一
九
八
八
年
一
一
月
に

開
催
さ
れ
た
第
一
回
専
門
家
会
合
で
は
、
生
物
の
多
様
性
を
地
球
規
模
で
保
全
す
る
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
、
既
存
の
条
約
や
国
際

的
な
計
画
は
必
然
的
に
分
野
別
で
、
こ
れ
を
適
切
に
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
生
物
の
多
様
性

の
保
全
を
扱
う
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
新
た
な
条
約
は
既
存
の
条
約
、
メ
カ
ニ
ズ
ム

及
び
活
動
計
画
の
上
に
、
そ
れ
ら
の
措
置
及
び
可
能
性
を
最
大
限
用
い
な
が
ら
作
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
記
し
た
報
告
書
が
採
択
さ
れ

た
）
11
（

。

　

一
九
九
〇
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
専
門
家
会
合
で
は
、
新
た
な
条
約
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
射
程

（scope

）
に
つ
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
内
及
び
種
間
の
生
物
多
様
性
並
び
に
陸
上
及
び
水
中
生
態
系
双
方
の
レ
ベ
ル
」
を
扱
う
こ
と
、

同
条
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
原
則
に
つ
い
て
は
、
他
国
の
生
物
多
様
性
に
損
害
を
生
じ
得
る
活
動
を
慎
む
こ
と
を
盛
り
込
む
こ
と
な
ど

の
点
で
一
般
的
な
合
意
が
あ
っ
た）

11
（

と
い
う
。
ま
た
、「
追
加
的
結
論
」（A

dditional�Conclusions

）
と
し
て
、
そ
の
射
程
（scope

）

に
つ
い
て
、
要
す
れ
ば
、
適
当
な
法
原
則
が
「
区
域
の
地
位
（
国
の
管
轄
及
び
管
理
の
下
に
あ
る
区
域
／
国
の
管
轄
及
び
管
理
の
外
に
あ

る
区
域
」
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
べ
く
作
成
さ
れ
る
こ
と
、
保
全
措
置
は
保
護
地
域
の
代
表
的
な
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
ら
地
域
の
管
理

計
画
等
の
特
定
及
び
設
置
を
含
む
こ
と）

1（
（

、
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
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一
九
九
〇
年
七
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
専
門
家
会
合
で
は
、
新
た
な
条
約
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
要
素
の
案
に
つ
い
て
議
論

が
な
さ
れ
た
。
前
文
に
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
要
素
に
つ
い
て
、
二
〇
の
う
ち
の
第
一
の
要
素
と
し
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
を
規
律
す
る
レ
ジ
ー

ム
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
と
認
め
る
こ
と
（recognition

）、
第
一
一
の
要
素
と
し
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
の
原
則
二
一
（
国
は
自

国
の
管
轄
権
の
下
に
あ
る
天
然
資
源
を
開
発
す
る
主
権
的
権
利
を
有
し
、
こ
れ
は
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
義
務
に
関
連

す
る
こ
と
）
を
認
め
る
こ
と
、
が
掲
げ
ら
れ
た）

11
（

。
ま
た
、
基
本
原
則
に
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
要
素
に
つ
い
て
、「
生
物
多
様
性
に
対
す

る
国
の
主
権
に
関
す
る
原
則
は
、
鳥
類
や
魚
類
等
移
動
性
の
種
、
海
域
及
び
国
の
管
轄
の
下
に
な
い
他
の
区
域
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
か
に
つ
い
て
国
が
検
討
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
」
と
い
う
点
を
盛
り
込
む
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
た
。
一
般
的
義
務
に
つ
い
て
、

国
は
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
活
動
が
他
国
又
は
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
確
保
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
、

国
は
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
を
維
持
及
び
回
復
す
る
に
あ
た
っ
て
国
際
的
に
協
力
す
る
共
通
の
義
務
を
有
す
る
こ
と）

11
（

が
示
さ
れ
た
。

　

前
文
に
掲
げ
る
べ
き
要
素
と
し
て
示
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
は
一
九
七
二
年
に
開
催
さ
れ
た
国
連
人
間
環
境
会
議
で
採
択

さ
れ
た
文
書
で
、
そ
の
原
則
二
一
は
後
に
生
物
多
様
性
条
約
の
第
三
条
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
原
則
は
以
下
の
と
お
り

定
め
て
い
る
。

原
則
二
一

国
は
、
国
際
連
合
憲
章
及
び
国
際
法
の
諸
原
則
に
基
づ
き
、
自
国
の
資
源
を
そ
の
環
境
政
策
に
従
っ
て
開
発
す
る
主
権
的
権
利
を
有
し
、
ま

た
、
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
け
る
活
動
が
他
国
の
環
境
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
の
環
境
を
害
さ
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
責
任
を
有
す
る
。

（
二
）
政
府
間
交
渉
会
議
で
の
議
論

　

専
門
家
会
合
で
新
た
な
条
約
の
前
文
に
掲
げ
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
の
原
則
二
一
は
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
で
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あ
る
政
府
間
交
渉
会
議
に
お
い
て
、
規
定
ぶ
り
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
条
約
案
の
本
文
に
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
が
付
さ
れ
た
も
の
の
基
本
原

則
等
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

条
文
案
［
第
三
条　

基
本
原
則
（
抜
粋
）

二　

締
約
国
は
、
自
国
の
生
物
資
源
を
そ
の
環
境
政
策
に
従
っ
て
開
発
す
る
主
権
的
権
利
を
有
し
、
ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
。

（
ａ
）
自
国
の
生
物
資
源
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
、
並
び
に

（
ｂ
）
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
け
る
活
動
が
他
国
の
生
物
の
多
様
性
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
の
生
物
の
多

様
性
を
害
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と

（
中
略
）

四　

生
物
多
様
性
、
特
に
移
動
性
の
種
及
び
そ
の
生
息
地
、
国
境
を
横
断
す
る
生
態
系
並
び
に
締
約
国
の
管
轄
権
外
区
域
の
保
全
は
、
保
全

を
強
化
す
る
国
の
努
力
と
と
も
に
、
国
際
的
な
協
力
を
必
要
と
す
る）

11
（

。］

条
文
案
［
第
四
条　

一
般
的
義
務
（
抜
粋
）

［
締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
［
又
は
管
理
］
の
下
の
活
動
が
他
国
の
生
物
の
多
様
性
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
の
生
物

の
多
様
性
を
害
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。］

［
締
約
国
は
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
生
物
の
多
様
性
の
保
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
地
球
規
模
で
及
び
適
当
な
場
合
に
は
地
域
規
模
で
、

直
接
又
は
適
当
な
国
際
機
関
を
通
し
て
、
協
力
す
る
。］］

条
文
案
第
四
条　

代
替
案
（
抜
粋
）

［
締
約
国
は
、（
中
略
）［
以
下
を
確
保
す
る
た
め
］［
以
下
を
促
進
す
る
た
め
］
こ
の
条
約
に
記
さ
れ
た
措
置
を
実
施
す
る
。

（
ａ
）［
国
家
管
轄
権
の
限
界
内
の
区
域
に
お
け
る
］［
最
大
限
あ
り
得
る
］
生
物
の
多
様
性
の
構
成
要
素
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
、
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（
ｂ
）
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
の
活
動
が
他
国
の
国
家
管
轄
権
の
限
界
内
の
区
域
又
は
国
家
管
轄
権
の
限
界
外
の
生
物
多
様
性
に
損
害

を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
、

（
ｃ
）
地
域
的
協
力
を
含
む
国
際
協
力
を
通
し
た
、
国
家
管
轄
権
の
限
界
の
外
の
区
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利

用
］

［
締
約
国
は
、
一
九
八
二
年
国
連
海
洋
法
条
約
に
反
映
さ
れ
た
権
利
及
び
義
務
と
整
合
的
に
こ
の
条
約
及
び
議
定
書
を
実
施
す
る
。］

（
三
）
検
討

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
生
物
多
様
性
条
約
起
草
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
は
地
球
規
模
で
行
う
も

の
と
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
他
国
の
生
物
多
様
性
に
損
害
を
生
じ
得
る
活
動
を
慎
む
と
い
う
越
境
損
害
の
防
止
に
つ
い
て
も
一
般
的
に

認
識
さ
れ
て
い
た
。
国
の
管
轄
権
外
の
生
物
多
様
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
慎
し
む
べ
き
こ
と
は
明

示
的
に
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
と
い
う
エ
リ
ア
に
つ
い
て
要
す
れ
ば
適
当
な
法
原
則
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と

が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
専
門
家
会
合
の
第
三
回
に
な
っ
て
、
生
物
多
様
性
で
は
な
く
、
環
境
へ
の
害
と
い
う
形

で
、
そ
し
て
、
他
国
の
領
域
だ
け
で
な
く
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
を
含
め
た
義
務
と
し
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
の
原
則
二
一
に

明
示
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
要
す
れ
ば
適
当
な
法
原
則
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
第
二
回
専
門
家
会
合
で

の
認
識
に
応
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
則
二
一
は
そ
の
後
の
政
府
間
交
渉
会
議
で
形
を
変
え
た
。「
国
際
連
合
憲
章
及
び
国

際
法
の
諸
原
則
に
基
づ
き
」
と
い
う
一
文
が
削
除
さ
れ
、「
環
境
」
の
語
が
「
生
物
の
多
様
性
」
に
修
正
さ
れ
る
な
ど
し
た
上
で
、

前
文
で
は
な
く
本
文
で
基
本
原
則
や
一
般
的
義
務
と
し
て
据
え
る
案
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
義
務
と
し
て
の
案
文
は
そ
の

代
替
案
に
お
い
て
も
同
様
の
趣
旨
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
規
定
ぶ
り
は
、
い
ず
れ
も
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
き
で
そ
の
後
も
案
文
と
し

て
維
持
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
を
条
約
の
基
本
原
則
や
一
般
的
義
務
と
し
て
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
支
持
国
と
反
対
国
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
上
述
の
と
お
り
「
国
際
連
合
憲
章
」
で
始
ま
る
一
文
が
削
除
さ
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れ
た
こ
と
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
が
政
府
間
交
渉
会
議
の
開
催
時
に
は
国
際
法
の
原
則
と
し
て
存
在
し
て

い
な
い
と
の
意
見
で
一
致
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
最
終
的
に
、
こ
れ
ら
の
案
文
を
条
約
の
基
本
原
則
や
一
般
的
義
務
と
す
る

立
場
は
採
用
さ
れ
ず
、
原
則
二
一
と
同
様
の
文
言
が
条
約
の
第
三
条
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
を
踏
ま
え
れ

ば
、「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
」
は
条
約
の
基
本
原
則
と
し
て
も
一
般
的
義
務
と
し
て
も
規
定
し
な
い
こ
と
で

合
意
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
則
二
一
と
同
様
の
文
言
が
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

原
則
二
一
は
、
従
来
の
領
域
使
用
の
管
理
責
任
の
対
象
を
「
他
の
国
の
環
境
」
だ
け
で
な
く
「
国
の
管
轄
権
の
範
囲
外
の
区
域
の

環
境
」
に
も
拡
大
し
て
、
こ
の
責
任
が
国
際
公
域
の
環
境
を
保
全
す
る
責
任
を
も
含
意
す
る
と
い
う
解
釈
に
道
を
開
い
た）

11
（

と
さ
れ
る
。

原
則
二
一
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
は
、
そ
の
後
、
一
九
八
二
年
の
国
連
海
洋
法
条
約
第
一
九
四
条
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
宣
言
の
原
則

二
な
ど
に
規
定
さ
れ
、
現
在
で
は
、
越
境
環
境
損
害
防
止
の
義
務
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
生
物
多
様
性
条
約
の
事
務
局
も
、

原
則
二
一
を
反
映
さ
せ
た
第
三
条
が
天
然
資
源
に
対
す
る
国
家
主
権
及
び
越
境
環
境
損
害
に
関
す
る
国
家
責
任
を
確
認
す
る）

11
（

も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
環
境
に
損
害
が
生
じ
な
い
よ
う
確
保
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
宣
言
の
原
則
二
一
が
国
の
管
轄
下
の
活
動
の
他
に
管
理
下
の
活
動
に
も
言
及
し
て
い
る
の
は
、
国
際
公
域
に
お
け
る
船
舶
及

び
航
空
機
に
よ
る
汚
染
行
為
は
そ
の
旗
国
又
は
国
籍
国
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
だ
と

い
わ
れ
る）

11
（

。
確
か
に
、
公
海
で
は
旗
国
主
義
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
環
境
へ
の
損
害
防
止
の
義
務
は

旗
国
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
と
理
解
す
る
の
は
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
生
物
多
様
性
条
約
は
、
そ
の
起
草
過
程
で
提
示

さ
れ
た
「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
損
害
防
止
の
義
務
」
を
一
般
的
義
務
と
し
て
規
定
す
る
案
を
採
用
せ
ず
、
代
わ
り
に
、「
越
境
環
境
損
害
防
止

の
義
務
」
を
条
約
の
原
則
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
一
般
的
な
義
務
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
の
み
定
め
た
こ
と
は
何
を
意
味

す
る
の
か
。
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越
境
環
境
損
害
を
防
止
す
る
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
い
て
行
わ
れ
る
活
動
が
、
他
の
国
又
は
国
際
公

域
の
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
確
保
す
る
も
っ
と
も
直
接
的
な
方
法
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
原
因
活
動
を
禁
止
し
又
は

規
制
す
る
こ
と）

11
（

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
原
因
活
動
は
一
般
的
に
社
会
的
に
有
用
と
み
な
さ
れ
あ
る
い
は
当
該
の
国
の
経
済
発

展
に
よ
っ
て
不
可
欠
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
実
体
的
に
禁
止
し
あ
る
い
は
規
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
諸
国
の
合

意
を
達
成
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い）

11
（

。
そ
も
そ
も
、
原
則
二
一
及
び
第
三
条
は
、
他
の
国
の
環
境
又
は
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
環

境
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
を
第
二
文
で
定
め
る
一
方
で
、
第
一
文
で
自
国
の
資
源
を
開
発
す
る
主
権
的
権
利
を
定
め
て
お

り
、
国
の
経
済
活
動
が
国
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
済
活
動
を
禁
止
又
は
規
制
す
る
こ

と
の
難
し
さ
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
交
渉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
新
た
な
条
約
を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
ま
で
九
年
を
要
し
た

こ
と
、
準
備
委
員
会
は
合
意
に
達
し
た
要
素
案
が
な
い）

11
（

ま
ま
そ
の
任
務
を
終
え
た
こ
と
、
政
府
間
会
議
に
お
い
て
も
条
文
案
に
関
す

る
各
国
の
意
見
の
隔
た
り
が
大
き
い
こ
と
、
に
照
ら
せ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
に

よ
っ
て
、
従
来
各
国
が
公
海
自
由
の
下
で
国
連
海
洋
法
条
約
と
整
合
的
に
行
っ
て
き
た
活
動
に
制
約
が
加
え
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
海

洋
遺
伝
資
源
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
（
採
取
等
）
の
規
制
、
海
洋
保
護
区
設
置
海
域
で
の
海
洋
活
動
の
規
制
等
）
可
能
性
が
あ
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
実
体
的
な
規
制
に
代
え
て
発
展
し
て
き
た
の
が
「
防
止
の
義
務
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
の
裁
量
を
制
約
す

る
こ
と
が
よ
り
少
な
い
手
続
的
な
義
務
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
通
報
、
情
報
の
提
供
、
環
境
影
響
評
価
、
協
議
な
ど
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る）

1（
（

と
い
う
。
生
物
多
様
性
条
約
も
こ
う
し
た
手
続
的
な
義
務
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
一
四
条
第
一
項
の
（
ａ
）
に

お
い
て
生
物
の
多
様
性
へ
の
著
し
い
悪
影
響
を
回
避
し
又
は
最
小
に
す
る
た
め
締
約
国
の
事
業
計
画
案
に
対
す
る
環
境
影
響
評
価
を

定
め
る
適
当
な
手
続
を
導
入
す
る
こ
と
、（
ｃ
）
に
お
い
て
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
お
け
る
活
動
で
、
他
国
に
お
け
る
又
は

い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
関
し
、
通
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報
、
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
、（
ｄ
）
に
お
い
て
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
生
じ
る
急
迫
し
た

又
は
重
大
な
危
険
又
は
損
害
が
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
に
も
属
さ
な
い
区
域
等
の
生
物
の
多
様
性
に
及
ぶ
場
合
に
、
影
響
を
受
け
る
国

に
直
ち
に
通
報
す
る
こ
と
、
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
で
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
活
動
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
条
約
に
は
、
生
物
の
多
様
性
と
、
環
境
と
の
関
係
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
条
約
が
生
物
の
多
様

性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
を
目
的
と
す
る
こ
と
、
条
約
全
体
に
係
る
原
則
と
し
て
環
境
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
、
具
体
的
に
求
め
ら
れ
る
義
務
と
し
て
生
物
の
多
様
性
に
関
係
す
る
様
々
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
に
照
ら
せ

ば
、
生
物
の
多
様
性
は
環
境
の
一
要
素
と
し
て
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
手
続
的
な
義
務
は
、
実
体
的
な
規
制
に

代
え
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

上
述
の
と
お
り
、
生
物
多
様
性
条
約
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
関
連
し
得
る
条
文
は
、
手
続
的
な
義
務
を
定
め
た
第
一
四
条
を
除

く
と
、
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
で
あ
る
。
仮
に
こ
れ
ら
の
規
定
が
締
約
国
が
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
の
活
動
を
自
ら
規

制
す
る
こ
と
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
同
条
約
の
枠
組
み
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
活
動
を
実
体
的
に
規
制
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
た

の
で
あ
れ
ば
、
米
国
（
署
名
は
し
た
も
の
の
、
批
准
は
し
て
い
な
い
。）
や
ロ
シ
ア
と
い
っ
た
海
洋
活
動
国
が
こ
れ
ら
の
条
文
に
対
し
何

ら
の
宣
言
（
生
物
多
様
性
条
約
は
第
三
七
条
で
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
る
が
、
採
択
、
署
名
又
は
批
准
の
際

に
宣
言
を
付
し
た
国
は
多
い
。）
も
付
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
第
三
条
に
付
さ
れ
た
宣
言
は
、「
国

の
管
理
の
外
で
行
わ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
管
轄
権
内
の
活
動
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
責
任
を
負
わ
な
い）

11
（

」
と
か
「
第
三
条
を
条

約
の
実
施
に
お
い
て
留
意
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
指
導
原
則
と
解
釈
す
る）

11
（

」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
規
定
が
実
体
的
な
規

制
を
す
る
条
文
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
第
四
条
に
付
さ
れ
た
宣
言
は
森
林
で
採
取
さ
れ

る
資
源
に
関
す
る
も
の）

11
（

で
、
海
洋
活
動
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
五
条
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
国
も
宣
言
を
付
し
て
い
な

い
。
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こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
生
物
多
様
性
条
約
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
の
原
則
二
一
に
定
め
ら
れ
る
越
境
環
境
損
害
防
止
の
義

務
を
第
三
条
に
据
え
、
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
の
活
動
が
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
環
境
を
害
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
た
め
に
、

旗
国
等
が
自
ら
そ
の
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
こ
の
旨
を
第
四
条
（
ｂ
）
の
適
用
範
囲
に
盛
り
込
む
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
活
動
に
つ
い
て
、
実
体
的
に
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
影
響
評
価
等
の
手
続
的
な
義
務
を
第
一
四
条
に
整
え
る
こ
と
で
防

止
に
努
め
、
第
五
条
に
協
力
の
義
務
を
定
め
る
こ
と
で
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
も
含
む
生
物
の
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
を
行
う
こ
と

と
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三　

生
物
多
様
性
条
約
発
効
後
の
議
論

（
一
）
生
物
多
様
性
条
約
の
枠
組
み
で
の
議
論

　

一
九
九
三
年
に
発
効
し
た
生
物
多
様
性
条
約
は
、
一
九
九
五
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
締
約
国
会
議
で
、
海
域
及
び
沿
岸
域
の
生

態
系
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
・
マ
ン
デ
ー
ト
を
採
択
し
、
海
洋
の
生
物
多
様
性
の
保
護
の
た
め
、
海
洋

保
護
区
の
設
定
を
奨
励
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
降
、
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
海
洋
保
護
区
設
定
の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く）

11
（

。

以
下
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
海
洋
保
護
区
設
定
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
議
論
・
文
書
を
検
討
す
る
。

①
第
七
回
締
約
国
会
議

　

二
〇
〇
四
年
に
開
催
さ
れ
た
第
七
回
締
約
国
会
議
は
、
決
定V

II/（

に
お
い
て
、
国
家
管
轄
権
の
限
界
の
外
の
海
域
の
生
物
多
様

性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
国
際
的
な
協
力
及
び
活
動
が
緊
急
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
合
意
す
る
と
と
も
に
、

海
洋
法
が
国
家
管
轄
権
外
の
海
域
に
お
け
る
活
動
を
規
制
す
る
法
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
を
認
め
（recognizes

）、
生
物
多
様
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性
条
約
事
務
局
長
に
国
連
事
務
総
長
と
早
急
に
協
働
し
国
家
管
轄
権
外
の
海
洋
保
護
区
の
設
置
と
実
効
的
な
管
理
の
た
め
の
適
当
な

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
定
に
お
け
る
国
連
総
会
の
作
業
を
支
援
す
る
よ
う
要
請
し
た）

11
（

。
ま
た
、
決
定V

II/2（

に
お
い
て
、
保
護
地
域
に

関
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
作
業
部
会
（A

d�H
oc�O

pen-ended�W
orking�Group�on�Protected�A

reas

）
の
設
置
を

決
定
し
た）

11
（

。
同
作
業
部
会
は
、
国
家
管
轄
権
外
の
海
域
に
海
洋
保
護
区
を
設
置
す
る
こ
と
に
向
け
た
協
力
の
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を

探
究
す
る
と
い
う
作
業
に
取
り
掛
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
作
業
部
会
の
作
業
を
支
援
す
る
た
め
、
国
際
自
然
保
護
連
合

（International�U
nion�for�Conservation�of�N

ature�and�N
atural�Resources:�IU

CN

）
の
地
球
海
洋
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
保
護
地
域
世

界
委
員
会
の
公
海
海
洋
保
護
区
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
協
働
し
、
作
成
し
た
の
が
「
国
家
管
轄
権
の
限
界
の
外
の
公
海
及
び
海
底
の
国

際
法
の
レ
ジ
ー
ム
と
国
家
管
轄
権
外
の
海
域
に
お
い
て
国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
国
際
法
と
整
合
的
に
海
洋
保
護
区
を
設
置
す
る
こ

と
に
向
け
た
協
力
の
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
」（T
he�international�legal�regim

e�of�the�high�seas�and�seabed�beyond�the�lim
its�

of�national�jurisdiction�and�options�for�cooperation�for�the�establishm
ent�of�m

arine�protected�areas�in�m
arine�areas�

beyond�the�lim
its�of�national�jurisdiction

）
11
（

.　

以
下
、「
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
成
果
文
書
」
と
す
る
）
で
あ
る
。

②
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
成
果
文
書

　

探
究
の
結
果
は
、
国
連
法
務
部
海
事
海
洋
法
課
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
、
生
物
多
様
性
条
約
事
務
局
の
レ
ビ
ュ
ー
及

び
コ
メ
ン
ト
を
経
て
、
成
果
文
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
成
果
文
書
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
つ
い
て
、
世
界
の
海
洋
に
関
す
る

包
括
的
な
法
的
レ
ジ
ー
ム
を
定
め
、
海
洋
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
を
規
律
す
る
規
則
を
定
め
る
と
し
た
上
で
、
同
条
約
は
海
洋
保
護
区
の

設
置
を
明
示
的
に
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
が
採
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
措
置
に
は
脆
弱
な
生
態
系
等
を
保
護
し
保
全
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
が
含
ま
れ
る）

11
（

と
し
た
。

　

生
物
多
様
性
条
約
に
つ
い
て
は
、
海
洋
生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
に
関
し
て
同
条
約
と
国
連
海
洋
法
条
約
が
補
完
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的
な
文
書
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
生
物
多
様
性
条
約
の
締
約
国
は
海
洋
法
の
下
の
各
国
の
権
利
及
び
義
務
と
整
合
的
に
同
条
約
を
実

施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
条
約
は
生
物
多
様
性
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
得
る
締
約
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
行
わ
れ
る
作
用
及
び
活
動
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
生
物
多
様
性

の
構
成
要
素
そ
れ
自
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
生
物
多
様
性
条
約
は
生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
つ
い

て
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
関
し
て
は
締
約
国
間
の
協
力
の
必
要
性
を
強
調
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
締
約
国
は
、
そ
の
国
民

（
又
は
そ
の
管
轄
若
し
く
は
管
理
の
下
に
あ
る
他
の
実
体
）
に
よ
り
な
さ
れ
る
作
用
及
び
活
動
で
あ
っ
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
得
る
も
の
に
同
条
約
の
規
定
を
適
用
す
る
責
任
を
有
す
る）

11
（

と
し
た
。
そ
し
て
、
協
力
の
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、（
ａ
）
国

連
海
洋
法
条
約
の
実
施
協
定
（
国
連
公
海
漁
業
協
定
と
同
様
の
方
法
で
採
択
さ
れ
る
）、（
ｂ
）
生
物
多
様
性
条
約
の
実
施
協
定
（
た
だ

し
、
条
約
の
改
正
を
要
す
る
）、（
ｃ
）
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
の
下
の
新
た
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
た
だ

し
、
条
約
の
改
正
を
要
す
る
）、（
ｄ
）
新
た
な
地
球
規
模
の
協
定
、
が
提
示）

1（
（

さ
れ
た
。

③
保
護
地
域
に
関
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
作
業
部
会

　

上
述
の
第
七
回
締
約
国
会
議
で
設
置
が
決
定
さ
れ
た
作
業
部
会
の
第
一
回
会
合
は
二
〇
〇
五
年
に
開
催
さ
れ
、
上
記
②
の
成
果
文

書
等
を
参
照
し
つ
つ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
議
論
を
交
わ
し
た
。
会
合
終
了
時
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
勧
告
の
案
文
は
議
長
に

よ
り
作
成
さ
れ
、
九
回
目
の
小
作
業
部
会
会
合
で
は
国
連
海
洋
法
条
約
の
実
施
協
定
を
オ
プ
シ
ョ
ン
と
す
る
案
が
示
さ
れ
た
が
、
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
、
日
本
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
代
表
が
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
発
言）

11
（

し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
パ
ナ
マ
は
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
き
の
案
文
を
生
物
多
様
性
条
約
第
八
回
締
約
国
会
議
で
議
論
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
が
、
拒
否
さ
れ
た）

11
（

。

　

作
業
部
会
の
報
告
書
を
採
択
す
る
際
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
以
下
を
含
む
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
報
告
書
に
含
め
る
よ
う
求
め
、
こ
れ
に
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ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
賛
同
し
た）

11
（

。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
抜
粋
）

生
物
多
様
性
条
約
の
適
用
範
囲
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
国
家
管
轄
権
の
範
囲
の
外
の
区
域
に
関
し
て
、
同
条
約
の
規
定
は
締

約
国
の
管
理
又
は
管
轄
の
下
で
行
わ
れ
る
作
用
及
び
活
動
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
区
域
で
は
、
国
は
領
域
管
轄
権
を
有
し

て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
締
約
国
は
そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
作
用
又
は
活
動
を
規
制
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
締
約
国
は
そ
の
管

轄
又
は
管
理
の
下
の
作
用
又
は
活
動
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
区
域
の
生
物
多
様
性
の
構
成
要
素
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
を
規
制
で
き
る

に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
締
約
国
は
そ
う
し
た
区
域
に
あ
る
自
国
民
の
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
上
、
締
約
国
は
国
家
管
轄

権
の
範
囲
の
外
の
区
域
の
生
物
多
様
性
の
特
定
の
構
成
要
素
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
関
し
て
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。」

　

最
終
的
に
、
作
業
部
会
は
、
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
海
洋
保
護
区
設
定
は
国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
国

際
法
の
文
脈
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
留
意
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
が
海
洋
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
法
的
枠
組
み
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
な
ど
し
た
上
で
、
国
家
管
轄
権
外
の
海
洋
保
護
区
設
置
の
た
め
の
協
力
の
オ
プ

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
協
力
の
基
礎
と
し
て
既
存
の
法
的
枠
組
み
を
利
用
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
付
き
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し

て
、
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
取
組
を
定
期
的
に
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
、
国
際
海
事
機
関
の
特
別
敏
感
海
域
（Particularly�Sensitive�

Sea�A
reas:�PSSA

）
の
拡
大
を
検
討
す
る
こ
と
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
実
施
協
定
の
作
成
と
採
択
を
検
討
す
る
こ
と
、
な
ど
を
勧

告
し
た）

11
（

。
な
お
、
こ
の
勧
告
に
は
、
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
成
果
文
書
に
書
か
れ
て
い
た
「
生
物
多
様
性
条
約
の
下
の
実
施
協
定
」
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
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④
第
八
回
締
約
国
会
議

　

二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
八
回
締
約
国
会
議
で
は
、「
保
護
地
域
」（Protected A

reas

）
に
関
す
る
決
定
が
採
択
さ
れ
た
。

決
定
に
お
い
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
国
際
法
の
文
脈
に
お
い
て
国
家
管
轄
権
の
範
囲
外
の
海
域
に
お
け
る
生
態
系
を
保
護
す

る
た
め
協
働
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
締
約
国
に
促
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
下
の
実
施
協
定
の
必
要
性
を
評
価
す

る
こ
と
を
含
め
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
お
け
る
海
洋
保
護
区
の
設
置
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
、
生
物
多
様
性
条
約
は
国
家
管
轄
権
外

の
海
洋
保
護
区
に
関
す
る
国
連
総
会
の
作
業
を
支
援
す
る
に
あ
た
っ
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た）

（5
（

。

⑤
第
一
〇
回
締
約
国
会
議

　

二
〇
一
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
〇
回
締
約
国
会
議
で
は
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
お
け
る
海
洋
保
護
区
の
設
置
に
つ
い
て
の

遅
々
と
し
た
進
展
と
海
洋
保
護
区
を
指
定
す
る
た
め
の
地
球
規
模
の
プ
ロ
セ
ス
の
欠
如
が
留
意
さ
れ
、
国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
国

際
法
に
従
っ
て
海
洋
保
護
区
の
代
表
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
定
す
る
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
た
め
更
な
る
努
力
の
必
要
性
が
強

調
さ
れ
た）

（5
（

。

（
二
）
国
連
総
会
で
の
議
論

　

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
連
総
会
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
採
択
さ
れ
た
海
洋
及
び
海

洋
法
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議57/141

は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
一
二
部
の
実
施
の
重
要
性
を
強
調
し）

（5
（

つ
つ
、
関
連
す
る
国
際
機

関
に
対
し
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
、
海
山
及
び
他
の
海
中
地
形
の
海
洋
生
物
多
様
性
に
対
す
る
リ
ス
ク
の
管
理
を
統
合
し
促
進
す

る
方
法
を
緊
急
に
検
討
す
る
よ
う
促
し）

（6
（

た
。
翌
二
〇
〇
三
年
、
国
連
総
会
決
議58/240

は
こ
の
パ
ラ
を
繰
り
返
す
と
と
も
に
、
関

連
す
る
地
球
的
及
び
地
域
的
機
関
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
従
っ
て
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
に
お
け
る
脆
弱
か
つ
危
機
に
曝
さ
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れ
た
海
洋
生
態
系
及
び
生
物
多
様
性
へ
の
脅
威
及
び
リ
ス
ク
に
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
対
処
す
る
た
め
の
方
法
等
を
緊
急
に
調
査

す
る
よ
う
求
め
、
海
域
及
び
沿
岸
域
の
生
物
多
様
性
に
関
す
る
生
物
多
様
性
条
約
の
下
の
科
学
的
及
び
技
術
的
な
作
業
に
留
意
し）

1（
（

た
。

同
決
議
の
パ
ラ
五
二
に
従
っ
て
準
備
さ
れ
た
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
は
、「
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
脆
弱
な
海
洋
生
態
系
及
び
生

物
多
様
性
」
と
題
し
た
部
に
お
い
て
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
の
概
念
、
懸
念
さ
れ
る
生
態
系
、
法
的
枠
組
み
等
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

そ
し
て
、
生
物
多
様
性
条
約
に
つ
い
て
、
同
条
約
が
国
家
管
轄
権
外
の
海
底
の
生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め

の
関
連
規
則
を
定
め
る
と
し
た
上
で
、
同
条
約
の
適
用
対
象
に
関
す
る
条
文
を
取
り
上
げ
、
国
家
管
轄
権
外
区
域
で
は
、
同
条
約
の

規
定
は
締
約
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
で
な
さ
れ
る
活
動
及
び
作
用
で
あ
っ
て
生
物
多
様
性
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
に
し
か

適
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
特
定
の
構
成
要
素
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
関
し
て
締
約
国
は
直
接
の
義
務
を
負
わ
な

い
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
条
約
は
締
約
国
間
の
協
力
の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と）

11
（

な
ど
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
条
約
第

八
条
（
ａ
）
の
下
で
の
「
保
護
地
域
に
関
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
」
は
、
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
、
ゆ
え
に
、
関
連
生
態
系
が
国
家
管
轄
権
外
ま
で
伸
び
て
い
る
場
合
に
は
国
の
文
脈
で
は
な
く
生
態
系
の
文
脈
で
保
護
区
シ

ス
テ
ム
を
設
置
及
び
管
理
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
場
合
に
実
効
的
と
な
る
こ
と
、
海
洋
保
護
区
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
置
は
公
海
生

物
多
様
性
を
保
護
す
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
特
定
さ
れ
て
き
た
が
、
公
海
の
自
由
等
競
合
す
る
権
利
と
考
量
す
る
必
要
が
あ
り
、

国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
既
存
の
文
書
と
整
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る）

11
（

。

　

そ
の
後
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
非
公
式
作
業
部
会
、
準
備
委
員
会
で
の
議
論
を
経
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
が
招

集
さ
れ
た
の
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
連
総
会
の
下
で
の
取
組
は
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

（
三
）
検
討

　

生
物
多
様
性
条
約
第
七
回
締
約
国
会
議
後
に
同
条
約
事
務
局
が
ま
と
め
た
生
物
多
様
性
条
約
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
同
条
約
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の
締
約
国
会
議
で
第
四
条
が
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
い）

11
（

。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
も
、
生
物
多
様
性
条
約
の
第
四
条
（
ｂ
）
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
上
述
の
と
お
り
、
旗
国
等
が
自
ら
自
国
の
管
理
の
下
の
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
が
海
洋
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
規
制
す
る
法
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
や
国

家
管
轄
権
外
の
海
域
に
お
け
る
活
動
を
規
制
す
る
法
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
定
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
生
物
多
様

性
条
約
に
お
い
て
実
体
的
な
規
制
が
行
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
下
で
新
た
な
条
約
を
作
成
す
る
こ
と
が
長
い
間
検

討
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
保
護
地
域
に
関
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
作
業
部
会
の
作
業
の
助
け
と
し
て
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
生
物
多
様
性
条
約
の
実
施
協
定
を
作
成
す
る
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
提
示
さ
れ
こ

と
（
同
文
書
は
、
生
物
多
様
性
条
約
事
務
局
等
の
レ
ビ
ュ
ー
及
び
コ
メ
ン
ト
を
経
て
い
る
）、
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
生
物
多
様
性
条
約
は
、

締
約
国
等
が
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
等
の
活
動
に
つ
い
て
自
ら
規
制
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
物
多
様
性
条
約
が

実
体
的
な
規
制
を
行
う
枠
組
み
で
は
な
い
こ
と
が
改
め
て
示
さ
れ
た
た
と
い
え
る
。
第
三
条
に
定
め
ら
れ
る
越
境
環
境
損
害
の
防
止

の
義
務
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
構
成
要
素
の
保
全
に
係
る
規
制
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
締
約
国
は
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
保
全
及
び
持
続
可
能

な
利
用
に
直
接
の
義
務
は
負
わ
ず
、
協
力
を
す
る
こ
と
で
そ
の
実
施
を
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
生
物
多
様
性
条
約
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
に
よ
れ
ば
、
協
力
に
つ
い
て
定
め
た
第
五
条
は
、
国
家
管
轄
権
外
の
海
洋
保
護
区
と
の
関
係
の
み
で
扱
わ
れ
て
き
た）

11
（

と
い
う
。
第

七
回
締
約
国
会
議
は
、
保
護
地
域
に
関
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
作
業
部
会
に
対
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
を
含
む
国
際
法
と
整
合
的
に
、
科

学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
、
国
家
管
轄
権
の
限
界
の
外
の
海
域
に
お
い
て
海
洋
保
護
区
を
設
置
す
る
こ
と
に
向
け
た
協
力
の
た
め
の
オ

プ
シ
ョ
ン
を
探
究
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
作
業
部
会
で
の
議
論
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
締
約
国
会
議
を
含
め
、
生
物
多
様
性
条

約
の
下
で
海
洋
保
護
区
を
設
置
す
る
と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
協
力
の
具
体
的
な
内
容
の
一
つ
と
し
て
、
国
家
管
轄
権
外

区
域
に
お
け
る
海
洋
保
護
区
の
設
置
に
向
け
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

生
物
多
様
性
条
約
は
、
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
の
活
動
で
あ
っ
て
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
条
約

の
枠
組
み
に
お
い
て
規
制
を
行
う
と
い
う
形
を
と
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
締
約
国
が
自
国
を
旗
国
等
と
す
る
船
舶
等
の
活
動
に
つ
き
自

ら
規
制
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
活
動
が
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
第
一
四
条
に

定
め
ら
れ
る
環
境
影
響
評
価
等
の
手
続
的
な
義
務
を
実
施
し
つ
つ
、
第
五
条
に
定
め
ら
れ
る
協
力
、
例
え
ば
、
海
洋
保
護
区
の
設
置

に
向
け
た
協
力
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

二
〇
二
一
年
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
第
一
五
回
締
約
国
会
議
で
は
、
期
限
を
迎
え
た
愛
知
目
標
の
次
の
目
標
が
決
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
愛
知
目
標
一
一
の
次
期
目
標
に
お
い
て
、
海
洋
保
護
区
等
の
設
置
を
通
じ
て
保
護
す
べ
き
海
域
に
公
海
が
含
ま
れ
る

こ
と
と
な
る
場
合
、
ま
ず
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
公
海
に
海
洋
保
護
区
を
設
置
す
る
の
は
誰
か
と
い
う
指
定
権
者
の
問

題
で
あ
る
。
仮
に
生
物
多
様
性
条
約
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
述
の
と
お
り
、
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
は
行
為
規
制
は
行
え
な
い
た
め
、

海
洋
保
護
区
の
指
定
の
み
を
行
う
こ
と
と
な
り
得
る
。
こ
の
点
、
そ
も
そ
も
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、

仮
に
指
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
海
洋
保
護
区
は
保
全
さ
れ
る
べ
き
海
域
が
特
定
さ
れ
た
の
み
で
、
生
物
多
様

性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
必
要
と
考
え
ら
え
る
行
為
規
制
は
行
わ
れ
ず
、
保
護
区
の
質
は
担
保
さ
れ
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。

仮
に
生
物
多
様
性
条
約
で
は
な
く
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
採
択
と
発
効
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
が
早
期
に
再
開
さ
れ
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
が
早
期
に
採
択
さ
れ
た
と
し
て
も
、
発
効
ま
で
、
国
連
海
洋

法
条
約
が
一
二
年
、
国
連
公
海
漁
業
協
定
が
六
年
を
要
し
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
が
次
期
目
標
の
期
限
内
に
発
効
す
る
か
は

不
明
で
あ
る
。
同
期
限
内
に
発
効
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
枠
組
み
で
の
海
洋
保
護
区
設
置
プ
ロ
セ
ス
に
は
時

間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ）

11
（

、
同
期
限
内
に
海
洋
保
護
区
の
設
置
が
ど
の
程
度
進
め
ら
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
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と
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
エ
リ
ア
を
設
定
す
る
権
限
を
有
す
る
既
存
の
枠
組
み
と
の

協
力
が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。

　

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
は
、
生
物
多
様
性
条
約
の
起
草
の
段
階
か
ら
、
規
律
さ
れ
る
べ
き
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
が
、
国
連
海
洋
法
条
約

の
下
で
関
連
国
際
機
関
が
個
別
の
活
動
を
規
律
す
る
こ
と
で
そ
の
保
全
や
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
取
組
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、

生
物
多
様
性
を
全
体
と
し
て
捉
え
、
規
律
を
行
う
枠
組
み
は
現
在
も
存
在
し
な
い
。
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
を
作
成
す
る
た
め
の
正
式
な

議
論
が
進
ま
な
い
中
、
仮
に
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
対
処
を
す
る
必
要
性
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
約
の
定
め
に
従
い
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
生
物
多
様
性
条
約
の
下
で
な
さ
れ
て
き
た
議
論
の
結
果
を
尊
重
し
、
同
条
約
の
改
正
等
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

際
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
が
作
成
途
上
で
あ
る
こ
と
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
が
成
立
し
た
後
は
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
と
い
う
同
一
の
事
項
を
扱
う
枠

組
み
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
、
枠
組
み
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
で
権
限
の
重
複
問
題
が
生
ず
る
こ
と
な
ど
課
題
が
多
く

あ
る
こ
と
を
予
め
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
み
で
扱
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
Ｂ

Ｎ
Ｊ
新
協
定
と
生
物
多
様
性
条
約
と
で
扱
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
引
き
続
き
慎
重
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。

（
1
）　

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
招
集
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
採
択
さ
れ
た
国
連
総
会
決
議72/2（9

パ
ラ
1
で
決
定
さ
れ
た
（A

/
RES/72/2（7�（19�January�201（

）,�para.1.

）。

（
2
）　

組
織
的
事
項
検
討
会
合
は
二
〇
一
八
年
四
月
一
六
日
か
ら
一
八
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
議
長
の
選
出
や

信
任
状
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
任
命
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
手
続
規
則
や
第
一
回
会
合
の
議
題
等
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
第
一
回
会

合
は
同
年
九
月
四
日
か
ら
一
七
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
内
容
（
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
）
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。

第
一
回
以
降
の
各
会
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
日
間
開
か
れ
る
こ
と
が
国
連
総
会
決
議72/2（9

パ
ラ
3
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

ア
ド
ホ
ッ
ク
・
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
非
公
式
作
業
部
会
は
、
二
〇
〇
四
年
採
択
の
国
連
総
会
決
議（9/2（

で
設
置
が
決
定
さ
れ
（A

/
RES/（9/2（�（（�February�200（

）,�para.73

）、
二
〇
〇
六
年
の
第
一
回
会
合
開
催
以
降
、
二
〇
一
五
年
ま
で
の
間
に
計
九
回
の
会
合
が
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開
か
れ
た
。
詳
細
は
、
国
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。available at:�https://w

w
w

.un.org/D
epts/los/biodiversityw

orkinggroup/
biodiversityw

orkinggroup.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日
）

（
（
）　A

/RES/（9/292�（（�July�201（

）,�para.1.
（
（
）　

田
中
則
夫
「
国
家
管
轄
権
の
限
界
を
超
え
る
海
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の
課
題
」
松
田
竹
男
、
田
中
則
夫
、
薬
師
寺
公
夫
、

坂
元
茂
樹
編
『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造
Ⅱ�

』（
東
信
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
頁
。

（
（
）　A

/RES/72/2（9�（19�January�201（

）,�para.1.

（
7
）　Id.,�para.3.

（
（
）　

こ
う
し
た
主
張
は
、
筆
者
が
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
各
会
合
に
日
本
政
府
代
表
団
の
一
員
と
し
て
出
席
し
た
際
の
プ
レ
ナ
リ
ー

（
全
体
会
合
）
や
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
の
非
公
式
作
業
部
会
等
に
お
い
て
多
く
聞
か
れ
た
。
プ
レ
ナ
リ
ー
及
び
非
公
式
作
業
部
会
で
の
議
論
は

U
N

�w
eb�T

V

で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
自
ら
の
主
張
を
文
書
の
形
で
公
開
し
た
も
の
も
あ
る
。Statem

ent�of�
the�European�U

nion�and�its�M
em

ber�States�at�the�Intergovernm
ental�Conference�on�an�internationally�binding�

instrum
ent�under�the�U

nited�N
ations�Convention�on�the�Law

�of�the�Sea�on�the�conservation�and�sustainable�use�
of�m

arine�biological�diversity�of�areas�beyond�national�jurisdiction,�T
hird�Session,�N

ew
�Y

ork,�30�A
ugust,�2019,�p.1.�

し
か
し
、
仮
に
二
〇
二
〇
年
を
交
渉
妥
結
又
は
新
協
定
採
択
の
期
限
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
主
張
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
国
連
総
会

決
議72/2（9

パ
ラ
3
に
は
「
当
面
の
間
（initially

）」
と
か
「
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
及
び
二
〇
二
〇
年
の
前
半
に
つ
い
て

（w
ith�respect�to

）」
と
の
文
言
を
盛
り
込
む
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）　General�A

ssem
bly�M

eetings�Coverage,�N
ew

�O
ceans�T

reaty�M
ust�Be�Robust,�Practical�in�A

pplication,�
D

elegates�Stress,�Closing�T
hird�Round�of�M

arine�Biodiversity�N
egotiations,�SEA

/211（

（30�A
ugust�2019

）.�available 
at�:�https://w

w
w

.un.org/press/en/2019/sea211（.doc.htm
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日
）

（
10
）　Revised�draft�text�of�an�agreem

ent�under�the�U
nited�N

ations�Convention�on�the�Law
�of�the�Sea�on�the�

conservation�and�sustainable�use�of�m
arine�biological�diversity�of�areas�beyond�national�jurisdiction,�A

/
CO

N
F.232/2020/3 �（1（�N

ovem
ber�2019

）.

（
11
）　

吉
本
徹
也
「
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
第
三
回
政
府
間
会
議
（
Ｉ
Ｇ
Ｃ
）
に
お
け
る
海
洋
遺
伝
資
源
（
Ｍ
Ｇ
Ｒ
）
の
議
論
」
一
般
財
団
法
人
バ
イ
オ
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イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
協
会
『
令
和
元
年
度　

商
取
引
・
サ
ー
ビ
ス
環
境
の
適
正
化
に
係
る
事
業
（
生
物
多
様
性
総
合
対
策
事
業
）
委
託
事
業

報
告
書
』（
令
和
二
年
三
月
）
二
三
四
頁
。available at:�https://m

abs.jp/archives/pdf/r01report.pdf

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二

〇
二
〇
年
八
月
二
五
日
）

（
12
）　

各
国
の
修
正
案
文
を
編
集
し
た
も
の
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
政
府
間
会
議
の
事
務
局
を
務
め
る
国
連
法
務
部
海
事
海
洋
法
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
入
手
で
き
る
。available at:�https://w

w
w

.un.org/bbnj/sites/w
w

w
.un.org.bbnj/files/textual_proposals_com

pilation_
article-by-article_-_1（_april_2020.pdf

（
13
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/IX
/20�（9�O

ctober�200（

）,�para.19.

（
1（
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/X
/2�（29�O

ctober�2010

）,�p.9.

（
1（
）　

大
澤
隆
文
、
古
田
尚
也
、
中
村
太
士
、
角
谷
拓
、
中
静
透
「
生
態
学
の
視
点
か
ら
見
た
ポ
ス
ト
愛
知
目
標
に
向
け
た
課
題
」『
保
全

生
態
学
研
究
』
第
二
四
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）、
九
九
頁
。

（
1（
）　CBD

/CO
P/D

EC/1（/3（�（30�N
ovem

ber�201（

）,�para.3.�Executive�Secretary�of�CBD
,�N

O
T

IFICA
IO

N
,�Inform

ation�
note:�W

ays�and�m
eans�to�contribute�to�the�developm

ent�of�the�post-2020�global�biodiversity�fram
ew

ork,�SCBD
/

O
ES/CPP/D

C/A
R/CE/（（137�（22�M

ay�2019

）,�p.1.

（
17
）　

本
プ
ロ
セ
ス
は
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
生
物
多
様
性
条
約
第
一
四
回
締
約
国
会
議
で
採
用
す
る
（adopt

）
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
。CBD

/CO
P/D

EC/1（/3（�（30�N
ovem

ber�201（

）,�para.1.

（
1（
）　CBD

/PO
ST

2020/W
S/2019/10/2�（7�February�2020

）,�p.30.

（
19
）　Id.,�p.（1.

（
20
）　Id.,�p.30.

（
21
）　

第
一
五
回
締
約
国
会
議
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
二
〇
二
一
年
の
第
二
・
四
半
期
に
開
催
を
延
期
し
た
。

生
物
多
様
性
条
約
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。available at:�https://w

w
w

.cbd.int/m
eetings/CO

P-1（

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇

二
〇
年
八
月
二
〇
日
）

（
22
）　A

/RES/72/2（9�（19�January�201（

）,�para.1.

（
23
）　

Ｂ
Ｂ
Ｎ
Ｊ
新
協
定
の
交
渉
経
緯
や
主
要
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
長
沼
善
太
郎
「
公
海
・
深
海
底
の
生
物
多
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様
性
を
い
か
に
保
全
し
利
用
す
べ
き
か
―
第
三
の
国
連
海
洋
法
条
約
実
施
協
定
の
交
渉
開
始
―
」『
専
修
大
学
法
学
研
究
所
所
報
（
特
集�

学
生
と
市
民
の
た
め
の
公
開
講
座
『
現
場
か
ら
の
法
律
学
・
政
治
学
』（
3
））』
第
五
八
巻
（
二
〇
一
九
年
）、
八
九
―
九
一
頁
。

（
2（
）　

村
瀬
信
也
『
国
際
立
法
―
国
際
法
の
法
源
論
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
一
頁
。

（
2（
）　

こ
の
一
文
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
海
洋
及
び
海
洋
法
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議（（/7

以
降
、
毎
年
採
択
さ
れ
る
海
洋
及

び
海
洋
法
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議
の
前
文
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
）　

田
中
則
夫
「
国
家
管
轄
権
の
限
界
を
超
え
る
海
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の
課
題
」
松
田
竹
男
、
田
中
則
夫
、
薬
師
寺
公
夫
、

坂
元
茂
樹
編
『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造
Ⅱ
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
三
頁
。

（
27
）　

海
洋
の
法
的
な
区
分
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
第
1
章
を
参
照
。
大
森
正
仁
「
海
洋
空
間
に
お
け
る
国
際
責
任
論
の
展
開
」

『
法
学
研
究
』
第
七
五
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
一
―
二
七
頁
。

（
2（
）　T

he�CBD
�N

ew
s�Special�Edition,�200（,�p.（.�available at:�https://w

w
w

.cbd.int/doc/publications/CBD
-10th-

anniversary.pdf

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日
）

（
29
）　U

N
EP/Bi.D

iv.1/3�（9�N
ovem

ber�19（9

）,�paras.13

（c

）�and�1（.

（
30
）　U

N
EP/Bio.D

iv.2/3�（23�February�1990

）,�para.1（,�p.（.

（
31
）　U

N
EP/Bio.D

iv.2/3�（23�February�1990

）,�A
nnex�1,�pp.10�and�12.

（
32
）　U

N
EP/Bio.D

iv.3/12�（13�A
ugust�1990

）,�A
nnex�I,�para.1,�p.1（.

（
33
）　Id.,�para.1,�p.17.

（
3（
）　U

N
EP/Bio.D

iv/N
7-IN

C.（/2�

（20�February�1992

）.

な
お
、
こ
の
案
文
は
、
一
九
九
一
年
九
月
の
第
四
回
交
渉
会
合
（
第
二
回

政
府
間
交
渉
会
議
）
で
議
論
さ
れ
た
第
二
次
改
訂
案
に
書
か
れ
て
以
降
、
一
九
九
二
年
五
月
の
第
七
回
目
の
交
渉
会
合
（
最
終
交
渉
会

合
）
で
議
論
さ
れ
た
第
五
次
改
訂
案
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

（
3（
）　

松
井
芳
郎
『
国
際
環
境
法
の
基
本
原
則
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
七
六
頁
。

（
3（
）　Secretariat�of�the�C

onvention�on�B
iological�D

iversity,�H
A

N
D

B
O

O
K

�O
F

�T
H

E
�C

O
N

V
E

N
T

IO
N

�O
N

�
BIO

LO
GICA

L�D
IV

ERSIT
Y

�IN
CLU

D
IN

G�IT
S�CA

RT
A

GEN
A

�PRO
T

O
CO

L�O
N

�BIO
SA

FET
Y

,�3rd�ed.,�（200（

）,�p.93.

（
37
）　

松
井
、
前
掲
注（
3（
）、
六
六
頁
。
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（
3（
）　

同
前
、
八
一
頁
。

（
39
）　

同
前
、
八
一
頁
。

（
（0
）　Report�of�the�Preparatory�Com

m
ittee�established�by�General�A

ssem
bly�resolution�（9/292:�D

evelopm
ent�of�an�

international�legally�binding�instrum
ent�under�the�U

nited�N
ations�Convention�on�the�Law

�of�the�Sea�on�the�
conservation�and�sustainable�use�of�m

arine�biological�diversity�of�areas�beyond�national�jurisdiction,�A
/

A
C.2 （7/2017/PC.（/2�（31�July�2017

）,�para.3（.

（
（1
）　

松
井
、
前
掲
注（
3（
）、
八
一
頁
。

（
（2
）　

コ
ロ
ン
ビ
ア
と
ス
ー
ダ
ン
が
宣
言
を
付
し
た
。Secretariat�of�the�Convention�on�Biological�D

iversity,�supra note�3（,�at�
3（（�and�393.

（
（3
）　

フ
ラ
ン
ス
と
英
国
が
宣
言
を
付
し
た
。Id.,�pp.3（（�and�39（.

（
（（
）　

チ
リ
が
宣
言
を
付
し
た
。Id.,�p.3（（.

（
（（
）　

詳
細
は
以
下
を
参
照
。
田
中
、
前
掲
注（
（
）。

（
（（
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/V
II/（�（13�A

pril�200（

）,�paras.30�and�31.

（
（7
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/V
II/2（�（13�A

pril�200（

）,�para.2（.

（
（（
）　U

N
EP/CBD

/W
G-PA

/1/IN
F/2�（2（�A

pril�200（

）.

（
（9
）　Id.,�paras.1�and�1（.

（
（0
）　Id.,�para.27.

（
（1
）　Id.,�para.1（2.

（
（2
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/（/（*

（20�February�200（

）,�para.7（.

（
（3
）　Id.,�paras.（1�and�（3.

（
（（
）　Id.,�para.1（1.

（
（（
）　Id.,�para.1（0.

（
（（
）　RECO

M
M

EN
D

A
T

IO
N

S�A
D

O
PT

ED
�BY

�T
H

E�A
D

�H
O

C�O
PEN

-EN
D

ED
�W

O
RK

IN
G�GRO

U
P�O

N
�PRO

T
ECT

ED
�
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A

REA
S�A

T
�IT

S�FIRST
�M

EET
IN

G,�O
ptions�for�m

obilizing�financial�resources�for�the�im
plem

entation�of�the�
program

m
e�of�w

ork�by�developing�countries,�in�particular�the�least�developed�and�sm
all�island�developing�States�

am
ong�them

,�and�countries�w
ith�econom

ies�in�transition,�U
N

EP/CBD
/CO

P/（/（,�A
nnex�I,�para.（.

（
（7
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/V
III/2（�（1（�June�200（

）,�paras.11,�（0�and�（2.
（
（（
）　U

N
EP/CBD

/CO
P/D

EC/X
/31�（29�O

ctober�2010

）,�para.22.

（
（9
）　A

/RES/（7/1（1�（21�February�2003

）,�para.（1.

（
（0
）　Id.,�para.（（.

（
（1
）　A

/RES/（（/2（0�（（�M
arch�200（

）,�paras.（2�and�（3.

（
（2
）　A

/（9/（2/A
dd.1�（1（�A

ugust�200（

）,�paras.2（（�and�2（（.

（
（3
）　Id.,�paras.2（（�and�291.

（
（（
）　Secretariat�of�the�Convention�on�Biological�D

iversity,�supra�note�3（,�at�9（.

（
（（
）　Id.

（
（（
）　

保
護
区
の
質
に
関
す
る
考
え
方
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
大
澤
等
、
前
掲
注（
1（
）、
九
九
頁
。

（
（7
）　

改
訂
条
文
案
で
は
、
海
洋
保
護
区
を
含
む
区
域
型
管
理
ツ
ー
ル
設
置
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
海
域
の
特
定
（
第
一
六
条
）、
提
案

（
第
一
七
条
）、
提
案
の
協
議
と
評
価
（
第
一
八
条
）、
意
思
決
定
（
第
一
九
条
）
と
さ
れ
て
お
り
、
設
定
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る

形
と
な
っ
て
い
る
。Revised�draft�text�of�an�agreem

ent�under�the�U
nited�N

ations�Convention�on�the�Law
�of�the�Sea�

on�the�conservation�and�sustainable�use�of�m
arine�biological�diversity�of�areas�beyond�national�jurisdiction,�supra�

note�10.




